
 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
北海道地方年金記録訂正審議会 

平成２８年１月２１日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    ５件 

         国 民 年 金 関 係      １件 

         厚生年金保険関係      ４件 

  

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ９件 

         国 民 年 金 関 係      ３件 

         厚生年金保険関係      ６件 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500101号 

厚生局事案番号 ： 北海道（国）第 1500024号 

 

第１ 結論 

   請求期間のうち、平成４年１月から同年３月までの期間及び平成４年７月については、国民

年金保険料を納付した期間に訂正することが必要である。 

その余の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間又は免除されていた期間に訂

正することを認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成４年１月から同年３月まで 

            ② 平成４年７月 

            ③ 平成７年 10月 

            ④ 平成８年１月から平成９年３月まで 

            ⑤ 平成９年４月から平成 12年３月まで 

   請求期間①及び②について、高校卒業後にＡ県内の専門学校に入学したが、住民票は親元の

Ｂ市に置いていたため、国民年金保険料の納付は母が行っていたが、年金記録では未納と記録

されており納得できない。 

請求期間③及び④について、Ｃ大学在籍中に、住民票をＢ市からＣ市に異動したので、自身

で国民年金保険料を納付していたが、一度だけ平成７年 10 月の保険料を納付し忘れた際、Ｃ

市の職員が自宅を訪問してきたので、保険料を直接手渡し、それ以降の保険料は集金に来ても

らうようになった。大学在籍中は、実家からの仕送りが途絶えたことはなく、保険料は毎月納

付していたはずなのに、年金記録では未納と記録されており納得できない。 

請求期間⑤について、Ｃ大学在籍中の平成９年４月に留年が決定し、仕送りが減額となり経

済的に苦しくなったことを、自宅に国民年金保険料を集金に来ていたＣ市の職員に相談したと

ころ、保険料の免除制度があることを教えてもらったので、免除申請の書類をもらい、後日、

当該職員に記入方法を確認し、直接申請用紙を提出した。 

翌年の平成 10年度分の免除申請書も、Ｃ市の職員へ直接提出した。平成 11年度分の免除申

請手続は、平成 10年 12月に交通事故に遭い長期入院していたので、当時看病にきていた母が

行ったが、年金記録では免除ではなく、未納と記録されていることに納得できない。 

以上、請求期間①から⑤までについて、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①及び②について、請求者の国民年金保険料を納付していたとする請求者の母は、

オンライン記録によると、昭和 49 年７月から厚生年金保険の被保険者資格を取得する直前の

昭和 59 年３月までの期間は、国民年金に任意加入し、当該期間に係る保険料を全て納付して

いることが確認できることから、保険料納付意識は高かったものと認められる。 



また、請求者は請求期間①及び②の前後の加入期間において、国民年金保険料は納付済みと

されている上、当該期間の前後を通じて請求者の住所及び請求者の母の生活状況に変化は認め

られないほか、請求者の母は、当時、家族が生活に困窮していた事実はなく、保険料を納付で

きない事情もなかったと陳述していることから、保険料納付意識の高かった請求者の母が、請

求者の請求期間①及び②の保険料を納付したものと考えても不自然ではない。 

そのほかの事情を含めて総合的に判断すると、請求者は、請求期間①及び②の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 

 ２ 請求期間③及び④について、請求者は、住民票をＢ市からＣ市に移した平成６年 10 月以降

の国民年金保険料は自身が金融機関で納付していたが、平成７年 10 月の保険料納付を忘れた

際、自宅にＣ市の職員が来たので、直接職員に手渡し、職員一名の姓も記憶していると主張し

ているところ、同市によると、当時、保険料の徴収を主な業務とする職員が戸別訪問を行って

いたが、請求者が記憶している職員は当該期間においては在籍していないと回答していること

から、請求者の主張と相違している。 

また、請求者は、毎回別のＣ市の職員が自宅を訪問していたと記憶しているところ、複数の

職員が、それぞれ事務処理を誤るとは考え難い。 

   このほか、請求者が、請求期間③及び④について国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに請求期間③及び④について、請求者の保険

料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間③及び④の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

３ 請求期間⑤について、請求者は、平成９年度に初めて国民年金保険料の免除申請をすること

になった当時の状況について、仕送りが減額となったことをＣ市の職員に相談したと具体的に

記憶しており、当該職員から受け取ったとする国民年金保険料免除申請書及び当該職員の姓が

記載された返信用封筒の写しを所持していることから、同申請書を提出した可能性がうかがえ

る。 

   しかしながら、請求者の国民年金保険料免除申請については、請求期間⑤当時における学生

に係る国民年金保険料免除基準により、本人及び親元の世帯全員の所得額に基づいて免除承認

の可否が判断されるところ、請求者の父母が当時加入していた厚生年金保険の標準報酬月額に

よると、親元の世帯の所得水準は当該免除基準を上まわっていた可能性が高く、仮に免除申請

を行ったとしても却下されたものと考えられる。 

   また、Ｃ市の国民年金被保険者名簿及び、請求者が平成 11 年５月に住民票をＣ市からＡ市

に移したことにより作成されたＡ市の同名簿においても、請求期間⑤に係る国民年金保険料は

免除ではなく、未納と記録されており、オンライン記録と一致している。 

   このほか、請求者が請求期間⑤について、国民年金保険料の納付を免除されていたことを示

す関連資料は無く、ほかに請求者の保険料が免除されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間⑤について国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500118号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500049号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 40 年７月１

日から同年６月 22日に訂正し、昭和 40年６月の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必

要である。 

昭和 40年６月 22日から同年７月１日までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる

被保険者期間として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る昭和 40年６月 22日から同年７月１日までの期間の厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 40年６月 22日から同年７月１日まで 

昭和 40年６月 22日にＣ社Ｄ工場からＡ社Ｂ事業所に出向し、継続して勤務していたが、請

求期間が厚生年金保険被保険者期間となっていない。請求期間を厚生年金保険被保険者期間と

して記録し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ｃ社及びＡ社が保管している人事記録並びに請求者の雇用保険加入記録から判断すると、請

求者はＡ社及びそのグループ会社に継続して勤務し（昭和 40年６月 22日にＣ社Ｄ工場からＡ

社Ｂ事業所へ出向）、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、請求期間の標準報酬月額については、昭和 40 年７月の厚生年金保険の記録から１万

8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、昭和 40 年６月について、請求者の厚生年金保険被保険者資格取得届を社会保険事

務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明

と回答しているところ、これを確認できる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者資格の取得年月日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、行ったとは認められな

い。 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500153号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500050号 

  

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 16年 12月 17日の標準賞与額を 26万 4,000円、平成 17年 12月

16日の標準賞与額を 21万 4,000円、平成 18年７月 10日の標準賞与額を９万 6,000円及び平

成 18年 12月 15日の標準賞与額を９万 3,000円に訂正することが必要である。 

   平成 16 年 12 月 17 日、平成 17 年 12 月 16 日、平成 18 年７月 10 日及び平成 18 年 12 月 15

日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎とな

る標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 16年 12月 17日、平成 17年 12月 16日、平成 18年７月 10日及

び平成 18 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、明らかでないと認められる。 

  

  

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 16年 12月 17日 

           ② 平成 17年 12月 16日 

           ③ 平成 18年７月 10日 

           ④ 平成 18年 12月 15日 

  年金記録を確認したところ、Ａ社から支給された賞与のうち、請求期間①から④までの賞与

が記録されていない。 

賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、正しい年金記録に訂正し、年金額に反映し

てほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①から④までについて、Ａ社から社会保険関係事務を受託していた社会保険労務士

の回答及びＢ信用金庫Ｃ支店から提出された預金取引明細表により、請求者は、請求期間①か

ら④までにおいて、当該事業所から賞与の支払を受けていたものと認められる。 

また、当該事業所の同僚二人から提出された給料計算書（賞与分）の写しにより、当該同僚

二人は請求期間①から④までに当該事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者は、請求期

間①から④までにおいて支払を受けた賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたものと認められる。 

なお、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請求



者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

このことから、本事案における請求者の請求期間①から④までに係る標準賞与額については、

同僚二人から提出された給料計算書（賞与分）の記載内容及び上記預金取引明細表に記載され

ている賞与振込額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、請求期間①は 26 万 4,000 円、

請求期間②は 21 万 4,000 円、請求期間③は９万 6,000 円及び請求期間④は９万 3,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が請求者に係る請求期間①から④までの厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主からは、請求期間①から④までに係る請求者の届出や保険料納

付について、回答が得られず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500178号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500051号 

  

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 16 年 12 月 17 日の標準賞与額を 31 万 8,000 円、平成 18 年７月

10日の標準賞与額を 24万円、平成 19年７月 10日の標準賞与額を 25万 2,000円、平成 19年

12月 20日の標準賞与額を 36万 9,000円、平成 20年７月 15日の標準賞与額を 21万 8,000円

及び平成 20年 12月 29日の標準賞与額を 30万 2,000円に訂正することが必要である。 

   平成 16 年 12 月 17 日、平成 18 年７月 10 日、平成 19 年７月 10 日、平成 19 年 12 月 20 日、

平成 20 年７月 15 日及び平成 20 年 12 月 29 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５

項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 16 年 12 月 17 日、平成 18 年７月 10 日、平成 19 年７月 10 日、

平成 19年 12月 20日、平成 20年７月 15日及び平成 20年 12月 29日の標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

  

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 16年 12月 17日 

           ② 平成 18年７月 10日 

           ③ 平成 19年７月 10日 

           ④ 平成 19年 12月 20日 

           ⑤ 平成 20年７月 15日 

           ⑥ 平成 20年 12月 29日 

  年金記録を確認したところ、Ａ社から支給された賞与のうち、請求期間①から⑥までの賞与

が記録されていない。 

賞与から厚生年金保険料が控除されていたので、正しい年金記録に訂正し、年金額に反映し

てほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①から⑥までについて、Ａ社から社会保険関係事務を受託していた社会保険労務士

の回答、Ｂ信用金庫Ｃ支店から提出された預金取引明細表及び請求者の所持する預金通帳によ

り、請求者は、請求期間①から⑥までにおいて、当該事業所から賞与の支払を受けていたもの

と認められる。 

また、当該事業所の同僚二人から提出された給料計算書（賞与分）の写しにより、当該同僚

二人は請求期間①から⑥までに当該事業所から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者は、請求期



間①から⑥までにおいて支払を受けた賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたものと認められる。 

なお、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請求

者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

このことから、本事案における請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額については、同

僚二人から提出された給料計算書（賞与分）の記載内容及び上記預金取引明細表に記載されて

いる賞与振込額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、請求期間①は 31 万 8,000 円及び

請求期間②は 24 万円とすることが妥当である。また、請求期間③から⑥までに係る標準賞与

額については、社会保険労務士から回答された請求期間③から⑥までに係る賞与支給額から、

請求期間③は 25 万 2,000 円、請求期間④は 36 万 9,000 円、請求期間⑤は 21 万 8,000 円及び

請求期間⑥は 30万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が請求者に係る請求期間①から⑥までの厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主からは、請求期間①から⑥までに係る請求者の届出や保険料納

付について、回答が得られず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの 

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500124号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500055号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における平成 19 年４月に支給された賞与に係る記録につい

ては、支給日を同年４月 20 日、標準賞与額を 20 万円に、平成 20 年８月に支給された賞与に

係る記録については、支給日を同年８月 11 日、標準賞与額を９万 8,000 円に、平成 20 年 12

月に支給された賞与に係る記録については、支給日を同年 12月 15日、標準賞与額を５万円に

訂正することが必要である。 

   平成 19 年４月 20 日、平成 20 年８月 11 日及び平成 20 年 12 月 15 日の標準賞与額について

は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」

という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録す

ることが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 19 年４月 20 日、平成 20 年８月 11 日及び平成 20 年 12 月 15 日

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかで

ないと認められる。 

  

  

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名  ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成 19年４月 

           ② 平成 20年８月    

           ③ 平成 20年 12月 

  Ａ社から請求期間①、②及び③に賞与が支給されたが、年金記録が確認できない。 

当時の賞与支給明細書を保管しているので、年金記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   請求者が所持する賞与支給明細書により、請求者は、Ａ社から、請求期間①は 20 万円、請

求期間②は 10 万円、請求期間③は５万円の賞与の支払を受け、当該賞与から、請求期間①は

20万円、請求期間②は９万 8,000円、請求期間③は５万円の標準賞与額に見合う厚生年金保険

料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請求

者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、請求者の標準賞与額については、請求期間①は 20万円、請求期間②は９万 8,000

円、請求期間③は５万円とすることが妥当である。 

また、賞与の支給日については、当該事業所の当時の事業主、社会保険事務担当者及び複数

の同僚の陳述から判断すると、請求期間①は平成 19 年４月 20 日、請求期間②は平成 20 年８



月 11日、請求期間③は平成 20年 12月 15日とすることが妥当である。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、各請求期間について、請求者の厚生年金保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所

（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明と回

答しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500078号 

厚生局事案番号 ： 北海道（国）第 1500023号 

 

第１ 結論 

   平成３年４月から平成５年３月までの請求期間については、国民年金保険料を追納した期間

に訂正することを認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成３年４月から平成５年３月まで 

大学生の時に国民年金保険料の免除申請を行っていた請求期間の保険料については、平成５

年４月に就職後、Ａ社会保険事務所（当時）から納付督促の書面を受け取ったので、同事務所

に出向き、現金で 20 万円程度を支払ったが、請求期間の記録は免除のままの記録となってい

るので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、免除期間とされていた請求期間の国民年金保険料を追納した契機について、平成

５年頃、Ａ社会保険事務所から免除期間中の保険料を支払うよう書面（郵便物）で催促を受け

たと詳細に記憶しているところ、請求者の請求期間に係る国民年金被保険者記録は、オンライ

ン記録によると、平成３年度及び平成４年度当時から全て免除と記録されており、未納期間は

ないことから、請求者に対し請求期間に係る保険料納付を促す書面（督促状等）が送付される

ことはなく、請求者の主張とは符合しない。 

また、請求者に対し、国民年金保険料の督促状ではなく、追納に関する勧奨状が送付された

可能性について、日本年金機構は、「国民年金保険料の追納期限経過直前の期間を有する者に

対する追納勧奨の実施について（平成３年 12月 12日付け社会保険庁運営部年金指導課長通知）」

により、平成５年当時は免除該当期間から９年以上経過して、追納できる期限（10年）が迫っ

ている免除期間を有する者を勧奨状送付対象としていたことから、平成３年度及び平成４年度

の免除期間に対する追納勧奨は、平成５年当時では行っていないと回答しており、請求者に対

し、追納に関する勧奨状が送付された可能性はないと考えられる。 

さらに、国民年金保険料の追納に関する広報等が追納の契機となった可能性について、日本

年金機構は、「請求期間当時、免除期間を対象とした納付督励は行われていなかったと考えら

れる。」と回答している上、請求者が請求期間当時居住していたＡ市は、「当時、国民年金保険

料に関する追納の関係は全て社会保険事務所（当時）にまかせていた。」と回答しており、同

市の平成５年４月付け広報誌では、保険料の追納に関する記載はあるものの、保険料の追納を

促す内容の説明は行っておらず、督促や催告と受け止められる内容とはなっていないことから、

追納に関する広報等が追納の契機となったとは考え難い。 

そのほか、請求者が、請求期間について国民年金保険料を追納したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を追納したことをうかがわせる周辺事情も見当た



らない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を追納していたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500134号 

厚生局事案番号 ： 北海道（国）第 1500025号 

 

第１ 結論 

   昭和 58年４月から昭和 59年３月までの請求期間、昭和 59年４月及び同年５月の請求期間、

昭和 60 年２月及び同年３月の請求期間、昭和 60 年 12 月から昭和 61 年２月までの請求期間、

昭和 61年 12月から昭和 62年３月までの請求期間、昭和 62年 12月から昭和 63年３月までの

請求期間、昭和 63 年 12 月から平成元年３月までの請求期間、平成元年 12 月から平成２年３

月までの請求期間、平成２年 12月から平成３年３月までの請求期間、平成３年 12月から平成

４年３月までの請求期間、平成４年 12月から平成５年３月までの請求期間及び平成５年 12月

から平成６年３月までの請求期間については、国民年金保険料を免除されていた期間に訂正す

ることを認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏 名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 58年４月から昭和 59年３月まで 

            ② 昭和 59年４月及び同年５月 

            ③ 昭和 60年２月及び同年３月 

            ④ 昭和 60年 12月から昭和 61年２月まで 

            ⑤ 昭和 61年 12月から昭和 62年３月まで 

            ⑥ 昭和 62年 12月から昭和 63年３月まで 

            ⑦ 昭和 63年 12月から平成元年３月まで 

            ⑧ 平成元年 12月から平成２年３月まで 

            ⑨ 平成２年 12月から平成３年３月まで 

            ⑩ 平成３年 12月から平成４年３月まで 

            ⑪ 平成４年 12月から平成５年３月まで 

            ⑫ 平成５年 12月から平成６年３月まで 

請求期間は、会社から離職票をもらい、Ａ市役所で、妻が、私の国民年金の資格取得手続を

すると同時に国民年金保険料の免除申請手続をその都度行ったが、平成６年度より前の請求期

間については免除の記録となっていないので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、請求期間①から⑫までについては、請求者の妻が国民年金保険料の免除申請手続

をその都度行ったとしているところ、請求者の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録によ

り、平成６年 12 月 15 日にＡ社会保険事務所（当時）において払い出されたことが確認でき、

請求者に対し別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、請求期間①から⑫まで

に係る国民年金の被保険者資格取得日及び同喪失日の入力処理は、オンライン記録により、全

て平成６年 12月 15日に行われていることが確認できることから、当該入力処理が行われるま

で、国民年金には未加入とされていた期間であり、制度上、当該期間の免除申請手続を行うこ



とができなかったものと認められ、請求者の主張と符合しない。 

また、Ａ市が管理する納付記録検索システムの納付記録において、請求期間①から⑫までの

国民年金保険料は未納と記録されており、保険料が免除されていた形跡は見当たらず、オンラ

イン記録と一致している。 

さらに、請求期間は 12 期間と多数であり、これだけの回数の事務処理を行政が続けて誤る

ことは考え難い上、請求者が請求期間①から⑫までについて国民年金保険料の納付を免除され

ていたことを示す関連資料は無く、ほかに請求者の保険料が免除されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間①から⑫までの国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500135号 

厚生局事案番号 ： 北海道（国）第 1500026号 

 

第１ 結論 

   昭和 61年 12月から昭和 62年３月までの請求期間、昭和 62年 12月から昭和 63年３月まで

の請求期間、昭和 63 年 12 月から平成元年３月までの請求期間、平成元年 12 月から平成２年

３月までの請求期間、平成２年 12月から平成３年３月までの請求期間、平成３年 12月から平

成４年３月までの請求期間、平成４年 12 月から平成５年３月までの請求期間及び平成５年 12

月から平成６年３月までの請求期間については、国民年金保険料を免除されていた期間に訂正

することを認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏 名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

   住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 61年 12月から昭和 62年３月まで 

            ② 昭和 62年 12月から昭和 63年３月まで 

            ③ 昭和 63年 12月から平成元年３月まで 

            ④ 平成元年 12月から平成２年３月まで 

            ⑤ 平成２年 12月から平成３年３月まで 

            ⑥ 平成３年 12月から平成４年３月まで 

            ⑦ 平成４年 12月から平成５年３月まで 

            ⑧ 平成５年 12月から平成６年３月まで 

夫の仕事が冬期失業になった後、毎回、夫の会社から離職票をもらい、Ａ市役所で、私が、

私と夫の国民年金の資格取得手続をすると同時に国民年金保険料の免除申請手続をその都度

行ったが、平成６年度より前の請求期間については免除の記録となっていないので、調査の上、

年金記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、請求期間①から⑧までについて、Ａ市役所で夫婦二人分の国民年金の資格取得手

続及び国民年金保険料の免除申請手続を自身がその都度行ったとしているが、オンライン記録

によると、請求期間①から⑧までに係る請求者及び請求者の夫の国民年金第１号被保険者の資

格取得日及び同喪失日は、全て平成６年 12月 15日に入力処理されていることから、請求期間

①から⑧までに係る国民年金第１号被保険者の資格取得手続は、請求者の夫が厚生年金保険の

被保険者資格を喪失した都度すぐに行われていなかったものと認められ、請求者の主張と符合

しない上、保険料の免除は、制度上、申請日の属する月の前月より前の期間について遡って行

うことはできないことから、当該処理日において、請求期間①から⑧までに係る保険料の免除

申請手続は行うことができない。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿において、請求期間①から⑧までの国民年金保険料は未

納と記録されており、保険料が免除されていた形跡は見当たらず、当該記録は、オンライン記



録と一致している。 

さらに、請求期間は８期間と多数であり、これだけの回数の事務処理を行政が続けて誤るこ

とは考え難い上、請求者が請求期間①から⑧までについて国民年金保険料の納付を免除されて

いたことを示す関連資料は無く、ほかに請求者の保険料が免除されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間①から⑧までの国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500137号 

厚生局事案番号 ： 北海道（脱）第 1500001号 

 

第１ 結論 

昭和 38 年２月１日から昭和 43 年１月 15 日までの請求期間については、脱退手当金を受給

していない期間に訂正することを認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 38年２月１日から昭和 43年１月 15日まで 

 年金記録によると、請求期間について、脱退手当金が支給と記録されているが、脱退手当金

の申請をした記憶はなく、受給した記憶もないので、調査の上、厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

請求者のＡ商会に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているとともに、オンライン記録における請求者の脱退手当金の支給

額に計算上の誤りはなく、脱退手当金は、同社における厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約６か月半後の昭和 43 年８月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、請求者は、平成２年 11月 19日に別の事業所において厚生年金保険被保険者資格を再

取得しているところ、請求期間における厚生年金保険被保険者台帳記号番号とは異なる同記号

番号が新たに払い出されていることが確認でき、請求期間に係る脱退手当金を受給したために

記号番号が異なっているものと考えるのが自然であり、ほかに請求者に対する脱退手当金の支

給を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、請求者は、請求期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500114号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500048号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）における厚生年金保険の標準報酬

月額の訂正を認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

  住 所 ：  

 

 

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 38年１月１日から昭和 58年８月１日まで 

   請求期間は、Ａ社に勤務していた。入社以来、給与は毎年増加していたが、年金記録では標

準報酬月額が前年よりも減額され又は前年と同額のまま変更されていない期間がある。請求期

間の標準報酬月額が増加していないのはおかしいので、訂正して年金額に反映させてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間における請求者に係る標準報酬月額は、昭和 40年 10月１日及び昭和 50年 10月

１日にそれぞれ直前の標準報酬月額より低く改定されていることが認められる。また、昭和

46 年 11 月１日から昭和 48 年８月１日までの期間及び昭和 54 年８月１日から昭和 56 年 10

月１日までの期間において標準報酬月額が変更されていないことが認められる。 

しかしながら、給与明細書等の関連資料が存在しないことから、上記期間における請求者

に係る厚生年金保険料控除額及び報酬の総額を確認することはできない。 

２ 請求者は、請求期間のうち標準報酬月額が 18 万円から 15 万円に減額されている昭和 50

年 10月１日改定について、所持している「資格・賃金通知書（実施期日昭和 50年４月１日）」

によれば、昭和 50 年４月に 16 万 7,000 円の給与が支給されているのに、同年 10 月改定の

標準報酬月額がそれより低い 15 万円はおかしいと主張するが、請求者の同僚の一人は「昭

和 50 年は労使の賃金交渉が遅れ、賃金改定は８月給与からとなった。賃金交渉期間は組合

の交渉戦術として時間外・休日勤務拒否が実施され、一時的に給与が減額になった。」と回

答しており、同僚３人が提出した昭和 50年分の給与明細書及びこのうち二人が提出した「資

格・賃金通知書(実施期日昭和 50年４月１日)」を照合した結果、昭和 50年４月には賃金改

定が行われず、同年８月から新賃金となったことが確認できる。また、昭和 50年 10月１日

の標準報酬月額改定の基礎となった給与明細書を保管していた同僚二人から提出された当

該給与明細書に記載された支給総額は、オンライン記録の標準報酬月額に見合う金額である

ことから、事業主は、当時の厚生年金保険法に基づく適正な標準報酬月額の届出を行ってい

たことが確認できる。 

３ 請求者が同じＤ地区で勤務していたとして名前を挙げた同僚 12 人のうち、昭和 40 年 10

月１日の標準報酬月額改定時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる６人は、いずれも

請求者と同様に標準報酬月額が減額されている。また、昭和 50年 10月１日の標準報酬月額

改定時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる 12 人については、請求者と同様に、昭



和 50年 10月に標準報酬月額が減額され、翌月に増額となっている者が７人確認できること

から、請求者の標準報酬月額のみが低額に記録されていると認められるような事情は見当た

らない。 

４ 請求期間のうち上記３の改定時を除く期間について、請求者に係る標準報酬月額は漸増傾

向を示しており、請求者がＤ地区で勤務していたとして名前を挙げた同僚 12 人の標準報酬

月額の推移と比較して不自然な状況は見当たらない。 

  なお、請求者に係る標準報酬月額が 32万円となっている昭和 54年８月 1日改定から昭和

56 年 10 月１日改定までの期間のうち、昭和 54年８月から昭和 55年９月までの標準報酬月

額については、当時の標準報酬月額の等級区分における最高等級である。 

５ 事業主から提出された請求者に係る厚生年金基金加入員台帳に記載された標準報酬月額

は、厚生年金基金加入期間（昭和 45年４月１日から平成 15年４月１日まで）において請求

者のオンライン記録と一致する。 

このほか、請求期間における請求者が主張する事実について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険被保険者として請求期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500048号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500052号 

 

第１ 結論 

   請求期間①について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正、

又はＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を認めることはでき

ない。 

   請求期間②について、請求者のＣ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正

を認めることはできない。 

   請求期間③について、請求者のＣ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正

を認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和７年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 45年１月 30日から同年４月１日まで 

            ② 昭和 52年３月１日から同年 11月２日まで 

            ③ 昭和 58年１月１日から昭和 62年９月１日まで 

請求期間①は、Ｄ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社）からＥ社Ｂ支店（厚生年金保険

の適用事業所名はＡ社Ｂ支店）に勤務先が変更となった時期であり、勤務は継続していたが、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

また、昭和 52年３月１日から昭和 62年８月末日までＣ社に勤務したが、請求期間②及び③

について、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

全ての請求期間を厚生年金保険被保険者期間として記録し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

  １ 請求期間①について、請求者は、雇用保険の被保険者記録、Ｄ社の事業主の回答及び複数

の同僚の陳述から判断すると、昭和 45 年２月２日以降の期間において、Ｅ社Ｂ支店に勤務

していたことが推認できる。 

    しかしながら、厚生年金保険適用事業所名簿によると、Ｄ社は、昭和 45年１月 30日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、Ｅ社Ｂ支店は、昭和 45 年４月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、いずれも、請求期間①当時は適用事業所でなかったこと

が確認できる。 

また、請求者の請求期間①における厚生年金保険の適用状況及び同保険料控除について、

Ｅ社の当時の事業主に照会したものの、回答が得られない上、Ｅ社Ｂ支店の当時の支店長は

既に死亡しており、同社同支店の事務担当者は病気療養中であることから、これらを確認す

ることができない。 

さらに、Ｄ社及びＥ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者

原票」という。）により、請求者と同様に、昭和 45 年１月 30 日にＤ社における厚生年金保



険の被保険者資格を喪失し、同年４月１日にＥ社Ｂ支店において同被保険者資格を取得して

いることが確認できる 18人のうち、生存及び所在が確認できた 11人に照会し、６人から回

答を得られたものの、このうち一人は、「Ｄ社とＥ社の代表者は親戚関係と聞いていたが、

両社は別法人である。Ｄ社が倒産したため、いったん退職し、Ｅ社Ｂ支店に入社した。請求

期間①当時、Ｅ社Ｂ支店は立ち上げたばかりで慌ただしく、健康保険及び厚生年金保険の手

続が遅れ、これらの保険に加入していなかったと記憶している。請求期間①の厚生年金保険

料は、給与から控除されていなかったと思う。」と陳述している上、他の者からも、請求期

間①に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる具体的な陳述及

び関連資料は得られなかった。 

  ２ 請求期間②について、請求者は、当局の照会に対する複数の同僚の回答から判断すると、

入社日の特定はできないものの、Ｃ社に継続して勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、当該事業所は、商業・法人登記簿謄本によると、既に解散しているほか、

厚生年金保険適用事業所名簿によると、昭和 58年１月 10日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっている上、当時の事業主は既に死亡していることから、請求者の請求期間②におけ

る厚生年金保険の適用状況及び同保険料控除について確認することができない。 

また、当該事業所に係る被保険者原票により、請求期間②当時、厚生年金保険の被保険者

資格を取得していることが確認できる 10 人のうち、雇用保険の被保険者記録が確認できた

６人中４人は、雇用保険の被保険者資格取得日の２か月から７か月後に厚生年金保険の被保

険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、請求期間②当時、当該事業所において、厚生年金保険被保険者資格を取得してい

る同僚への照会により、４人から回答を得られたものの、請求者の請求期間②に係る厚生年

金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得られなかっ

た。 

  ３ 請求期間③について、請求者は、昭和 62 年８月末日までＣ社に継続して勤務していた旨

主張しているが、雇用保険被保険者記録及び雇用保険支給台帳によると、昭和 57年 12月 31

日に当該事業所を離職した記録となっており、当該記録は、当該事業所における厚生年金保

険被保険者資格喪失日（昭和 58年１月１日）と符合している上、請求者は、昭和 58年２月

９日に求職の申込を行った後、同年２月 16日から同年 10月 13日までの 240日間について、

９回にわたり失業の認定を受け、基本手当を受給していることが確認できる。 

また、厚生年金保険適用事業所名簿によると、当該事業所は、昭和 58年１月 10日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっており、請求期間のうち昭和 58 年１月 10 日から昭和 62

年９月１日までの期間は、適用事業所でなかったことが確認できる。 

一方、請求者は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日及び請求者を含

む当該事業所の従業員に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日について、社会保険事務所

（当時）が、過去に遡って記録した旨主張しているものの、ⅰ）当該事業所に係る被保険者

原票により、当該事業所が適用事業所でなくなった昭和 58 年１月に健康保険及び厚生年金

保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる 17人（請求者を含む。）は、いずれも

同年同月中に健康保険被保険者証を返納した記録（被保険者証を滅失した３人を含む。）が

確認できること、ⅱ）当該 17人のうち、12人（請求者を含む。）は、健康保険及び厚生年金

保険の被保険者資格を喪失した後、健康保険の任意継続被保険者となった記録が確認できる

こと、ⅲ）任意継続被保険者の番号は、任意継続被保険者の資格取得処理順に付番されるこ

とから、上記 12 人に係る任意継続被保険者番号の前後の番号の者（Ｃ社以外の事業所にお

いて資格喪失し、任意継続被保険者資格を取得した者）に係る健康保険及び厚生年金保険の

被保険者資格喪失日を確認したところ、いずれも、昭和 57 年 12 月から昭和 58 年１月中で

あることから判断すると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 58

年１月 10日）及び請求者の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 58年１月１日）につい



て、社会保険事務所が遡って記録したとは考え難い。 

さらに、請求者は、「私の妻は、請求期間③中の昭和 61 年５月５日から昭和 62 年５月 13

日までの期間、医療機関に入院していた。その際、妻は私の健康保険の被扶養者であったの

で、当時、私は、Ｃ社において健康保険及び厚生年金保険に加入していたはずである。」旨

主張し、当時、請求者の妻が入院していた医療機関が発行した証明書等の複数の資料を提出

しているが、当該医療機関が保管する国保入院治療費請求台帳において、請求者の妻が、当

該入院期間に国民健康保険の被保険者であった旨の記載が確認できる上、請求者の妻に係る

国民年金被保険者名簿及びオンライン記録によると、昭和 61年４月から昭和 63年３月まで

の期間は、国民年金の申請免除期間となっていることが確認できることから判断すると、当

時、請求者が、当該事業所において、健康保険及び厚生年金保険に加入していたとは考え難

い。 

加えて、上述のとおり、当該事業所は既に解散しており、当時の事業主も死亡しているこ

とから、請求者の請求期間③における厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について

確認することができない上、当該事業所に係る被保険者原票において、請求者と同日の昭和

58 年１月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる同僚への照

会により、６人から回答を得たところ、このうち３人は、昭和 58 年１月１日以後も継続し

て勤務していた旨陳述しているが、当該３人のいずれの者からも、請求期間③に係る厚生年

金保険料が自らの給与から控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得られ

なかった。 

  ４ このほか、請求者の請求期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険被保険者として、全ての請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500050号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500053号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失

年月日の訂正を認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 57年３月 17日から同年４月１日まで 

            ② 昭和 58年１月１日から昭和 62年 11月 30日まで 

   年金記録によると、昭和 57年４月１日から昭和 58年１月１日まで、Ａ社において厚生年金

保険に加入した記録となっているが、請求期間①及び②についても、同社に継続して勤務して

いた。 

両請求期間について、厚生年金保険の被保険者期間として記録し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

  １ 請求期間①について、請求者が提出したＢ市営住宅（空き家住宅）入居申込書により、請

求者がＡ社に採用された日は、昭和 57年３月 17日である旨の記載が確認できる。 

    しかしながら、当該事業所は、商業・法人登記簿謄本によると、既に解散しており、当時

の事業主も死亡していることから、請求者の請求期間①における厚生年金保険の適用状況及

び同保険料の控除について確認することができない上、雇用保険被保険者記録によると、請

求者の当該事業所における雇用保険被保険者資格取得日は、厚生年金保険被保険者資格取得

日と同日の昭和 57年４月１日であることが確認できる。 

    また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」とい

う。）において、請求期間①に厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる同僚への

照会により、６人から回答を得たものの、請求者の請求期間①に係る厚生年金保険料が給与

から控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得られなかった。 

  ２ 請求期間②について、請求者は、Ａ社に継続して勤務していた旨主張しているが、雇用保

険被保険者記録及び雇用保険受給資格者証の写しによると、昭和 57 年 12 月 31 日に当該事

業所を離職した記録となっており、当該記録は、当該事業所における厚生年金保険被保険者

資格喪失日（昭和 58 年１月１日）と符合している上、請求者は、昭和 58 年２月 14 日に求

職の申込を行った後、同年２月 21日から同年８月 19日までの 180日間について、７回にわ

たり失業の認定を受け、基本手当を受給していることが確認できるほか、その後、請求期間

②中の昭和 59 年６月１日から同年 11 月 30 日までの期間について、Ａ社とは別の事業所に

おいて、短期雇用特例被保険者として雇用保険に加入し、同被保険者期間に係る特例一時金

を受給していることが確認できる。 

また、厚生年金保険適用事業所名簿によると、当該事業所は、昭和 58年１月 10日に厚生



年金保険の適用事業所でなくなっており、請求期間②のうち昭和 58年１月 10日から昭和 62

年 11月 30日までの期間は、適用事業所でなかったことが確認できる。 

一方、請求者は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日及び請求者を含

む当該事業所の従業員に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日について、社会保険事務所

（当時）が、過去に遡って記録した旨主張しているものの、ⅰ）当該事業所に係る被保険者

原票により、当該事業所が適用事業所でなくなった昭和 58 年１月に健康保険及び厚生年金

保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる 17人（請求者を含む。）は、いずれも

同年同月中に健康保険被保険者証を返納した記録（被保険者証を滅失した３人を含む。）が

確認できること、ⅱ）当該 17人のうち、12人（請求者を含む。）は、健康保険及び厚生年金

保険の被保険者資格を喪失した後、健康保険の任意継続被保険者となった記録が確認できる

こと、ⅲ）任意継続被保険者の番号は、任意継続被保険者の資格取得処理順に付番されるこ

とから、上記 12 人に係る任意継続被保険者番号の前後の番号の者（Ａ社以外の事業所にお

いて資格喪失し、任意継続被保険者資格を取得した者）に係る健康保険及び厚生年金保険の

被保険者資格喪失日を確認したところ、いずれも、昭和 57 年 12 月から昭和 58 年１月中で

あることから判断すると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 58

年１月 10日）及び請求者の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 58年１月１日）につい

て、社会保険事務所が遡って記録したとは考え難い。 

さらに、Ｂ市は、当局の照会に対し、請求期間②のうち昭和 60年１月１日から昭和 62年

11 月 30 日までの期間について、請求者が、国民健康保険の被保険者であった旨の回答をし

ている。 

加えて、上述のとおり、当該事業所は既に解散しており、当時の事業主も死亡しているこ

とから、請求者の請求期間②における厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除について

確認することができない上、当該事業所に係る被保険者原票において、請求者と同日の昭和

58 年１月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる同僚への照

会により、６人から回答を得たところ、このうち３人は、昭和 58 年１月１日以後も継続し

て勤務していた旨陳述しているが、当該３人のいずれの者からも、請求期間②に係る厚生年

金保険料が自らの給与から控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得られ

なかった。 

  ３ このほか、請求者の請求期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年

金保険被保険者として、両請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500051号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500054号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日の訂正を

認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 58年１月 10日から昭和 61年４月１日まで 

Ａ社には、昭和 61 年３月末日まで運転手として継続して勤務していたが、請求期間の厚生

年金保険の加入記録が確認できない。 

請求期間を厚生年金保険の被保険者期間として記録し、年金額に反映してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

      請求者は、昭和 61 年３月末日までＡ社に継続して勤務していたと主張しているところ、雇

用保険の被保険者記録よると、請求期間のうち昭和 58年１月 10日から昭和 59年４月 28日ま

での期間について、当該事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、雇用保険受給資格者証の写しによると、請求者は、昭和 59年４月 28日に当

該事業所を離職した後、同年５月 17日に求職の申込を行い、同年５月 24 日から同年 11月 19

日までの 180日間について、７回にわたり失業の認定を受け、基本手当を受給していることが

確認できる。 

   また、厚生年金保険適用事業所名簿によると、当該事業所は、請求者の厚生年金保険被保険

者資格喪失日と同日の昭和 58年１月 10日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、請

求期間は、適用事業所でなかったことが確認できる。 

さらに、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、請求者の国民年金の被保険者資格取得日は、

当該事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日と同日の昭和 58年１月 10日と記録され

ていることが確認できる。 

一方、請求者は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日及び請求者を含む

当該事業所の従業員に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日について、社会保険事務所（当時）

が、過去に遡って記録した旨主張しているものの、ⅰ）当該事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）により、当該事業所が適用事業所でなくな

った昭和 58 年１月に健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認で

きる 17人（請求者を含む。）は、いずれも同年同月中に健康保険被保険者証を返納した記録（被

保険者証を滅失した３人を含む。）が確認できること、ⅱ）当該 17人のうち、12人（請求者を

含む。）は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、健康保険の任意継続被

保険者となった記録が確認できること、ⅲ）任意継続被保険者の番号は、任意継続被保険者の

資格取得処理順に付番されることから、上記 12 人に係る任意継続被保険者番号の前後の番号



の者（Ａ社以外の事業所において資格喪失し、任意継続被保険者資格を取得した者）に係る健

康保険及び厚生年金保険の被保険者資格喪失日を確認したところ、いずれも、昭和 57年 12月

から昭和 58 年１月中であることから判断すると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日及び請求者の厚生年金保険被保険者資格喪失日（いずれも昭和 58 年１月 10 日）

について、社会保険事務所が遡って記録したとは考え難い。 

   加えて、当該事業所は、商業・法人登記簿謄本によると、既に解散しており、当時の事業主

も死亡していることから、請求者の請求期間における厚生年金保険の適用状況及び同保険料控

除について確認することができない上、当該事業所に係る被保険者原票において、請求者と同

時期の昭和 58 年１月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる同僚へ

の照会により、６人から回答を得たところ、このうち３人は、昭和 58 年１月以後も当該事業

所に継続して勤務していた旨陳述しているが、当該３人のいずれの者からも、請求期間に係る

厚生年金保険料が自らの給与から控除されていたことをうかがわせる陳述及び関連資料は得

られなかった。 

   このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1500127号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1500056号 

 

第１ 結論 

請求期間①、②及び③について、請求者のＡ市Ｂ部における厚生年金保険被保険者資格の取

得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間④について、請求者のＡ市Ｂ部における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の

訂正を認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 46年４月１日から同年５月 15日まで 

            ② 昭和 46年６月 12日から同年９月 18日まで 

            ③ 昭和 46年９月 20日から同年 10月 12日まで 

            ④ 昭和 46年 10月 14日から同年 11月１日まで 

請求期間①はＡ市立Ｃ保育園、請求期間②はＡ市立Ｄ保育園、請求期間③はＡ市立Ｅ保育園、

請求期間④はＡ市立Ｄ保育園にそれぞれ臨時職員の保育士として勤務していたが、請求期間①、

②及び③について、厚生年金保険の被保険者記録が無く、請求期間④については、昭和 46 年

10 月 14 日から勤務していたにもかかわらず、Ａ市Ｂ部における厚生年金保険被保険者資格取

得日は、同年 11月１日になっている。 

   請求期間①から④について、厚生年金保険の被保険者期間として記録し、年金額に反映して

ほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   請求者及びＡ市Ｇ課から提出された人事記録、Ａ市Ｇ課の回答及び複数の同僚の陳述から判

断すると、請求者は、請求期間①から④において、期間の特定はできないものの、Ａ市立Ｃ保

育園、Ｄ保育園及びＥ保育園にそれぞれ臨時職員の保育士として勤務していたことが推認でき

る。 

   しかしながら、Ａ市Ｇ課は、請求期間①から④当時の臨時職員取扱要綱（昭和 45 年４月改

正）を提出し、「当時、臨時職員は、この規定に従って取り扱われていたが、社会保険の加入

についての記載が無く、当時の状況は確認できない。」と回答している上、現在、Ａ市立保育

園を所管しているＡ市Ｆ部は、「当時の資料が無いため、請求者の請求期間①から④における

厚生年金保険の適用状況及び同保険料控除については、不明である。」と回答している。 

また、請求者は、保育士の同僚二人の名前を挙げており、このうち、請求者と同様に、臨時

職員の保育士であったとする一人は、Ａ市Ｂ部に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以

下「被保険者原票」という。）により、昭和 42 年４月 17 日に被保険者資格を取得し、同年 10

月 22日に同資格を喪失していることが確認できるところ、同人は、「請求者とは、Ａ市立Ｃ保

育園で一緒に勤務していた。私は、昭和 42年４月に臨時職員として採用され、昭和 43年４月



から正職員になった。臨時職員として勤務していた期間の一部について、厚生年金保険の加入

記録が無いが、臨時職員に対する社会保険の取扱いは分からない。」と陳述している上、他の

一人は、「請求者とは、Ａ市立Ｄ保育園で一緒に勤務していた。しかし、私は、当初から正職

員として採用されており、採用と同時にＡ市職員共済組合に加入した。」と陳述しており、当

該同僚二人からは、請求者の請求期間①から④に係る厚生年金保険料が事業主により給与から

控除されていたことを確認できる具体的な陳述は得られなかった。 

   さらに、Ａ市Ｂ部に係る被保険者原票により、請求期間①から④において、厚生年金保険の

被保険者資格を取得している者のうち、生存及び所在が確認できた 19 人に照会し、10 人から

回答が得られたところ、このうち、臨時職員の保育士として勤務していたとする６人のうち２

人の厚生年金保険加入記録は、自身が記憶している勤務期間の一部である上、当該二人からは、

自身が厚生年金保険に加入していない期間について、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことをうかがわせる陳述や関連資料は得られなかった。 

これらのことを踏まえると、請求期間①から④当時、事業主は、臨時職員の保育士について、

採用と同時に、一律に厚生年金保険に加入させる取扱いを行っていなかったものと考えられる。 

このほか、請求者の請求期間①から④における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間①から④に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

 

 


